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い．本研究は，フランスの地方分権の全体像を示し，特

に，2003年の共和国憲法改正以降の交通分野での分権

化の方針と状況を明らかすることを目的とする．

本論の構成は次のとおりである．まず第2章でフランス

の自治体の概要を述べ，第3章で1982年に始まった地方

分権政策の経緯，そして分権政策を集大成した2003年

の憲法改正の骨子，更にはそれに沿い具体の方針を定

めた地方分権法について述べている．第4章では，道路，

鉄道，空港，港湾についての分権化の方針と方法そして

委譲される権限について述べる．

2――フランスの自治体

2.1 フランスの概況

フランスは欧州大陸の西南部に位置しているフランス

本土とコルシカ島で構成されている．これ以外にフラン

スは4つの海外領土（ヌーベル・カレドニー，仏領ポリネ

ジー，ワリス・エ・フトゥナ諸島，南極大陸内領土）と，2つ

の領土共同体（マイヨット，サン・ピエール・エ・ミクロン）

を有している．本土の面積は，552千km2で日本の1.47倍

である．人口は約6,000万人であり，こちらは約1/2とな

る．人口密度は107人/km2で，これは日本の約30％に当

たるが，フランスは平野部が多いので可住地面積当たり

で見るとより大きな差がある．

2.2 3層の自治体制度

フランスは市町村，県，州からなる3層の自治体制度を

1――研究の背景と目的

国の政治行政制度は，大半の権限を国が有する中央

集権制度と自治体が有する地方分権制度の2つに大別で

きる．米国，ドイツなど殆どの先進諸国は州や市町村と

いう自治体に基本的な権限を与え，国は国でしか出来な

いもの，例えば外交，国防，経済政策，社会保険，労働

市場政策，国土政策等の権限に限定する地方分権制度

を採用している．先進諸国の中で国が大きな権限を有し

ているのはわが国とフランスである．わが国では数年前

から地方分権へ政策の方向を定め具体のスキームの検

討が行われているが，委譲すべき権限の種類と範囲そ

してそれに伴う財源委譲について国と自治体との間で意

見が対立し，また分権に不可欠な自治体改革についての

議論も遅れている．一方，フランスは1980年代初頭から

地方分権に向けた動きを開始し，多くの法律を整備し分

権化を進めてきた．そして2003年にはその集大成として

1956年制定の第5共和国憲法を改正した．この憲法の精

神を具体化するために法制度の整備が進められ，この中

で交通に関する権限が大幅に地方へ委譲されることとも

明らかとなった．わが国の地方分権を推進する上で，フ

ランスの経験は大変貴重なものである．

フランスの地方分権については全般的な紹介や分析

を試みている文献は多い．しかしながら，交通分野につ

いては，交通機関を特定した文献や断片的な情報の紹

介にとどまっており交通分野を広く対象としたものはな

い．更に，憲法改正以降の動きに関する文献は殆どな
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採用している．基礎となる自治体は，1789年のフランス

大革命以前の自治市や司祭区を由来とする市町村（コ

ミューン）である．フランスは他のEU諸国と比較して市

町村数が極端に多いことで有名である．36,000を上回る

市町村があり，これは全EU加盟国の市町村数の半分に

相当する．市町村あたりの人口も1,600人程度とEU平均

の4,600人と比べ少なく，農村部には人口規模の小さい

市町村が多い一方で都市部には人口が集中するという

過密過疎の問題とそれに起因する社会経済的な格差が

長年の課題となっている（図─1）．

小規模な市町村は行財政面で非効率であるという判

断から国は合併を進めるために様々な施策を講じたが，

伝統的な生活単位である市町村への愛着が合併を妨げ

てきた．このため，国は，一部事務組合や都市共同体と

いった市町村間協力組織の形成を進めた．現在，約

18,500の事務組合，2,500の都市共同体（コミューン共

同体，都市圏共同体，大都市共同体）が存在する1），2）．

従ってフランスの自治制度は3.5層ともいえる．

市町村の上にある広域行政体が県である．県はフラ

ンス大革命後に人為的に線引きした自治体であり，その

数は現在100（本土96，海外4）である．1県当たりの平均

人口は，約60万人であり，日本の270万人と比べると規

模が小さい．人口規模が大きい県はノール，パリ，ブー

シュ・デュ・ローヌ，ローヌなどであるが，それでも人口は

200万人程度であり，わが国の東京都，大阪府，神奈川

県などと比べるとかなり小さい．県知事は長い間国によ

り任命され県行政の長として執行権を担っていたので，

フランスの中央集権制度の象徴とされていたが，その後

の改革で県会議長が県知事をかねることとなった．

1950年代に国土政策上の観点から国と県の間に位置

していくつかの県を包括し，広域的な地域開発や施設整

備の県間調整を行なう州が設置された．この州は1972年

に公施設法人として公法上の法人格を有したが，権限は

経済と社会の発展に関わる特定分野に限られていた．

1982年地方分権法により，州は公選の州議会議員と州議

会議長（＝間接公選の州知事）を有する自治体となった．

この州に今回の憲法改正で初めて憲法上の自治体として

県や市町村と同等の地位が与えられた．現在，本土22州，

海外4州である（図─2）．面積はわが国の県と比べると大

きく，平均的には数県を合わせた広がりを有しているが，

人口規模が最大の州はイル・ド・フランスで約1,000万人，

次いで，ローヌ・アルプの600万人，プロバンス・アルプ・

コートダジュールの450万人となっている（表─1）．

3――地方分権政策の沿革

本章では戦後のフランスの分権政策を概観する．中央

集権制度，地方分権の始まり，憲法改正と大きく3つに時

代区分に分けて述べる．

3.1 中央集権制度

フランスの中央集権制度は，1789年のフランス大革命

後のジャコバン憲法，ナポレオン法制により形成された．

それから150年を経た第2次大戦後の第4共和国憲法

（1946年）においてフランスの憲法史上はじめて，自治体

は市町村，県および海外領土で，普通選挙による地方議

会により運営され，県行政の執行権は県議会長とする等，

自治体に関する条文が明記された．これは第5共和国憲

法（1958年）でも引き継がれたが，当時の政治情勢下に

おいて，強すぎる県に対する警戒感から，これを具体化
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するための法律は成立しなかった．フランスが，伝統的

に自治体の権限，財源を限定し国に集中させる中央集権

体制をとってきたのは，ドイツ，ベルギー，ルクセンブル

ク，スペイン，スイス，イタリア，モナコと接しているという

地理的条件により多様な文化が混在し，これを国家とし

て纏める必要があったことや，外国の侵略をたびたび受

け一部の地域はある時期外国の属地となったので，国と

して領土を防衛する事が必要であるという歴史によると

ころが大きいといわれている3）．

3.2 地方分権のはじまり

ドゴール，ジスカールデスタン，ポンピドゥーなど，戦後

の歴代の大統領は，州を設置し一部の権限を付与する

など分権化を試みはしたが，その歩みは極めて緩やかな

ものに止まっていた．

ドゴール大統領は，1964年に創設した州を行政改革，

経済復興，政治的再均衡のための手段とみなした．当時

フランスは急速な経済成長の時代にあり，国土整備や経

済政策を円滑に実施することが喫緊の課題となっており，

国の政策実施の効率化を図るため中央と地方の連携を

密にすることが必要であった．県や市町村といった既存

の自治体を改革するのではなく県より広域な行政を行

える州に権限を与えることで効率化を図ることとした．

従って，ドゴールの目指したものは分権化というより国の

事務の地方分散化であるとの指摘もある．これに向けて

数多くの法律，政令，通達が出されたが，総仕上げに，

州を自治体に格上げ，州議会を公選の地方議員と職能

団体の代表により構成する，州に大幅な権限を付与する

という新たな州制度の提案と，上院制度の改革案を憲法

改正案に取りまとめ，直接その賛否を国民に問うレフェ

レンダム（国民投票）を1969年に実施した．しかしこれは

否決され，ドゴールは退陣することとなった．

ドゴールの跡を継いだ，ポンピドゥー大統領は地方制

度改革には慎重な姿勢であった．この政権下ではマル

セラン法（1971年7月16日法．マルセランは当時の内務大

臣の名前）が制定され，市町村合併を国の主導で推進し

た．政府は県毎に合併促進協議会を設置し，合併した市

町村へ補助金を割増しするなど財政優遇措置を定めた．

しかし強い市町村への愛着心からこの政策は失敗した．

この後，事務組合，都市共同体といった市町村広域行政

組織の整備が地方制度改革のテーマとなる．

1972年7月5日法により州は公施設法人となり，州内の

国会議員，県会議員および市町村議会の代表からなる州

議会の設立，執行機関としての官選の州知事，諮問機関

として職能代表からなる経済委員会の設置などの施策を

講じ，その役割を強化した．州は，自然公園の指定と整

備，企業創生奨励金など企業に対する直接助成，州交通

施設整備計画の策定，文化行政など業務の範囲を広げ

ていった．この時期，州に既存の国税，運転免許税等の

地方直接4税に対する付加税を徴収する権限を得るなど

一定範囲の課税自主権も認められている．

1974年に誕生したジスカールデスタン政権も市町村広

域行政組織の充実や，自治体への権限の付与等地方分

権を促進する施策を検討したが，大きな進展は見られな

かった．

3.3 地方分権政策の具体化

戦後初の左翼政権であるミッテラン政権が1980年に誕

生した．この政権が「市町村，県及び州の権利と自由に

関する法律（地方分権法）」（1982年3月）を制定したこと

により，地方分権政策が具体化した．同法の骨子は以下

のとおりである．

①官選知事の廃止

中央集権制度の象徴といわれていた官選の県知事を

廃し，直接公選による県議会議員の中から互選される県

議会議長が執行機関（知事）となり県の行政を担うことと

なった．そして，自治体としての県の事務は県議会に，県

知事の権限の下に行われてきた県内の国の事務は政府

により任命される県地方長官に権限を分ける分離型が

採用された．これにより従来は専門的な事項に限り行政

を任されてきた県地方長官は，県内における国の出先機

関の長としての位置づけとなった．
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文献5）フランス内務省資料．1999年値．

■表―1 州の人口・面積・人口密度



②州が自治体に昇格

公施設法人であった州には，直接公選によらない議決

機関としての州議会と政府が任命する州長官が設置さ

れ，また州の財政的な自主性も認められていたが，権限

は経済と社会の発展に関わる特定分野に限定されてい

た．この法律で初めて法的に自治体として認知された．

住民による直接公選の州議会が設けられ，議会で選出さ

れた議長が州の執行機関となり，州は市町村や県と同じ

組織原理を持つ自治体となった．また州にも県と同様に

国の出先機関として州地方長官が置かれた．

③国による事前の後見監督の廃止

国が市町村に対し行使していた後見監督と呼ばれる

強力な事前統帥権を廃止し，事後的なものに変更した．

自治体は条例の制定，予算の議決，重要な契約の締結，

都市計画の決定，幹部職員の採用等を行った場合には，

州ないし県地方長官に事後に届ければよいことになっ

た．地方長官は2ヶ月以内に適法性をチェックし違法と認

めれば行政裁判所に提訴する．

この法律により州，県，市町村の3層制によるフランス

の現在の地方制度の基本が形づくられている．

この法律に続き，1982年7月29日に「計画の改革に関

する法」が制定され，国と州にかかわる州内の地域整備，

経済開発などのプロジェクトおよびその財政負担につい

て国（州地方長官）と州（州議会議長）が交渉，協議のう

え各々の役割を契約という形で合意するという計画契約

制度が創設されている．1983年1月7日に「市町村，県及

び国の権限配分に関する法律」そして1983年7月22日に

「同　補完する法律」が制定され，これらの法律で，同じ

分野の権限を出来るだけ一括し，もっともふさわしいレ

ベルの自治体に配分することを原則とすること，国から自

治体へ権限委譲を行うこと，そして権限委譲の内容と権

限委譲の財源保障として税を委譲することが定められた．

1985年頃まで，小さな法律の積み上げでの改革の作

業が精力的に進められた．1982年から1986年の間に，

48本の法律と269の政令が制定され，数千の通達が発

令された3）．保守党のシラク首相が選出された1986年か

ら1988年までのコアビタシオンの時期に改革は小休止

したが，1988年に再び社会党の首相が誕生し改革が再

スタートした．

1992年に制定された「共和国の地方行政に関する指

針法」により州の権限が強化された．この法律で州知事

を経済発展及び国土整備に関する責任者と定めている．

また国の権限の内，中央政府が担当するものを政策の企

画立案，全国的な指針作成，政策の評価などに限定し，

残りは国の出先機関に委任するという原則がうたわれ，

地方長官は地方における国の出先機関の総合調整役と

なった．その後「予算に関する組織法」（2002年）の施行

により，地方において各省庁から出先機関に振り分けら

れた予算を任務別の配分に改め，「極（pole）」と呼ばれ

る大綱8分野に整理した．この予算執行を地方長官が調

整することになり地方長官の権限が更に強化された．

1999年7月12日に「市町村間協力の強化と簡素化に関

する法律」が制定された．この法律は，種々の市町村間

広域行政組織を，その種類を減らしながら，大都市共同

体（圏域人口50万人以上），都市共同体（圏域人口5万人

以上），市町村共同体（農村地域）の3種に再編すること

を目的とした法律である．2004年時点では，全人口の

80％を上回る住民がこれらの広域行政組織に属してい

る1），4）．

3.4 第5共和国憲法改正

3.4.1 第5共和国憲法改正とその骨子

1982年の地方分権法に始まった地方分権改革は，2003

年3月の第5共和国憲法の改正によりその集大成がなさ

れた．主たる改正点を以下に示す11），12）．

①地方分権原則の導入

憲法第1条は，フランスが不可分な共和国であり国民

は全て平等であることを規定している条項であるが，そ

こに「その組織は分権化される」旨の条項を加え，共和

国は不可分であることを再確認しつつ，地方分権を図る

ことを宣言した．

②州を憲法上の自治体に位置づけた

第72条は地方自治体に関する条項で，従来の憲法で

は地方自治体を市町村，県，海外領土としていたものに，

この改正で州及び個別契約を有する団体を加え，法律

のみで自治体と規定されていた州が，市町村，県と同等

の資格を有する事を憲法で明確に定めた．

③補完性の原則の導入

第72条第2項に，地方自治体の使命はこれらの各レベ

ル団体の中で最も良くなすことができる立場の者がそれ

を行なうことであるという補完性（サブシディアリティ）の

原則を追加し，自治体間の権限配分に関する原則を定

めた．また，ある地方自治体が他の地方自治体に対して

監督権を行使することを禁ずる旨の条文を新たに追加

した．

④地方自治体の財務上の独立性を保証

第72条の後に，72-2条を設け，財務上の独立性を保

障するため，地方自治体は，あらゆる種類の税について

その税収の全部または一部を受け取ることができ，自ら
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に委ねられる諸税の課税標準と税率を法律の定める範

囲内で決定できることが認められた．また，国から地方

自治体への権限の委譲に伴いそれを行使するために必

要となる財源，また権限の拡大あるいは創設によりこれ

を行使するために要する財源も国が担保することを憲法

により明文化した．

⑤実験的試行制度の導入

第72条第4項において，地方自治体に，目的と期間を

限り，法律ないし政令の例外規定を実験的に制定できる

機能を付与する旨の条項を追加した．

⑥自治体の組織に関する法案の上院先議権

第39条の最終項において，地方自治体を代表すると

いう上院の使命に鑑み，地方自治体の組織に関する法

案は，上院で先議すべきものとした．

⑦参加型民主主義の強化

第72条において，地方議会の発意により，自治体の政

策決定を，住民投票により住民にゆだねることができる

ことを明記した．

⑧財政自主権に関する原則の導入

新設された第72-2条において，いかなるレベルの自治

体においても，地方自治体の固有の税収およびその他の

固有財源が財源全体の主要部分をしめることが必要で

あること，また自治体間の財政力の格差の是正に関する

措置を法律により定めることとした．

憲法改正後，分権を具体に進めるためのいくつかの地

方分権関連法が制定されている．以下の主要な法律に

ついて概説する．

3.4.2 地方財政自律組織法

分権化に伴う地方自治体の財政自主権を担保するた

め，2003年の憲法改正で第72-2条に，地方自治体は法律

で定める条件の下で自由に使用できる収入を享受する，

地方自治体の収入は，税収入及びその他収入からなる自

己収入が主要な部分となるとの規定がなされた．これを

受けて，2004年に制定された地方財政的自律組織法で，

地方自治体の収入全体に占める自己収入の比率をある

水準以上に維持することを定めた．具体的な比率は2003

年値とされたが，これは主要地方4税（既建築固定資産

税，非建築固定資産税，住居税，業税）の税収の約半分

を占める職業税について，課税標準である事業用固定

資産と支払い給与額から，後者を1999年から5年かけて

段階的に除外し，その税収の減少を国が交付金で補填

するという地方税改革が2003年で完了した事による．こ

の比率が2003年の水準を下回らないことは，国からの交

付金をこれ以上増やさないことを意味している28）．

3.4.3 地方の自由と責任に関する法

2004年8月13日に制定された「地方の自由と責任法」は，

1983年の「市町村，県，州及び国の間における権限配分

に関する法律」を改正したものである．

この法律では，国から地方への権限委譲の内容を定

めたほか，市町村広域行政組織の運営の合理化，州地

方長官の権限の強化等を盛り込んでいる．

この中で，州への国家レベルの利益を代表しない重

要インフラ（港湾，空港，運河），県への国道の管理の権

限委譲が規定されている．

主な権限の委譲項目を表─2に示す．

これらの権限は2005年1月から順次委譲されることと

なった．このほか，中学校および高等学校の維持管理な

どに従事する13万人にのぼる技術，労務，サービス職員

の国家公務員から地方公務員への身分移管が制度化さ

れた．

そして，権限委譲に伴う税源委譲も定められた．具体

的には，州に石油製品内国消費税（TIPP）の一部が地方

譲与税の形で委譲，県に保険契約税（TCA）の一部が地

方譲与税の形で委譲されることになった．

3.4.4 実験の権利に関する法律

憲法で規定された実験について具体的に定めた「実

験の権利に関する法律」が制定された．この法律では地

方自治体が，自らの発意に基づいて既存の法令の制限等

を一定期間免れ得るという「実験」を許可される条件を

定めている．実験を希望する地方自治体は，以下の項目

を明らかにしなければならない．

・実験の目的

・ 実験期間（実験期間は，5年を超えてはならない．但

し，実験期間終了後最長3年まで延長の可能性が

ある）

・適用を求める規定

実験は次のプロセスを経て始められる．まず地方自治

体は実験の適用を求める決議をし，これを当該地域を管

権限 委譲対象

文献 13），14），29）

職業訓練教育の政策立案と実施

企業への支援補助金

国家の利益に直結しない重要交通インフラの管理運営

国の計画を保管する公衆衛生計画の策定,病院への投資

文化財，歴史的建造物の管理

一定区間の国道の管理

生活保護手当（PMI）と連帯生活手当（RMA）
社会住宅

州

州

州

州

州，県

県

県

県，市町村

■表―2 主な権限の委譲



轄する地方長官に書面で通知する．地方長官は自らの意

見を附して地方自治担当大臣に提出する．国は定める要

件が満足していることを確認した後，実験が認められた

地方自治体を公表する．この公表後，自治体は実験を開

始する．実験が終了期限に達する前に，国は，適用した

地方自治体の意見をつけた報告書を国会に対して提出

する．この報告書は，実験の延長，廃止，あるいは実験

的措置から全国一律措置に変更するか否かを検討する

基礎資料となる．

なお，この法律では地方長官に適法性の審査権を認

めている．地方長官は実験に違法な行為があると判断

した場合，実験期間中に行政裁判所に対して中断の要請

を行う．行政裁判所が裁定を下すまで，問題となる行為

は停止されるが，1ヶ月をすぎても行政裁判所が結論を

出さないときは，実験の行為は再度効力を発揮する17）．

3.5 交通関連の分権法

1982年の地方分権法の制定から始まる地方分権政策

の進行の中でいくつかの交通関連の法律が制定され，こ

れに基づき交通分野の地方分権が進められている．本

節ではこれらの交通関連法において示されている交通

分野の地方分権方針について述べる．

3.5.1 交通基本法（LOTI）

ミッテラン政権が地方分権法と平行して検討していた

「交通基本法（LOTI）」が1982年に制定された．この法律

はもともとフランス国鉄の新しい経営方針に関する政策

を決定することを目的に検討が開始されたが，鉄道のみ

ならず全ての交通機関を対象とし，交通権という新しい

権利や公共交通機関優先そして地方分権を明文化し，フ

ランスの交通政策の抜本的改革を目指したものとなって

いる．

公共交通システムの改良に向けたこの法律は，自治体

への権限委譲を以下のように定めている．

・市町村および市町村協力組織を都市交通の管理者と

する

・県は都市部以外の交通管理者とする（国道および鉄道

を除く）

・州は州内の鉄道サービスを提供する組織のメンバーと

なる

・国は国の骨格を形成する交通サービスを提供する組

織を構築する責任を有する

・それぞれの管理者は以下の責務を負う

モビリティ計画を通じ交通政策を策定

サービスを計画（ルート，時刻表，質）

運賃を決定

施設および設備を整備し運営

オペレーターを選定し契約

都市交通については，公共交通の整備促進を目的に

した「都市圏交通計画」（PDU）策定を自治体に求めてい

る．また交通基本法では財源調達手法に触れてないが，

市町村協力組織に対して1970年に創設した交通税の税

率や，運賃の設定といった財源に関する権限を与え，計

画の具体化を担保した30），31），32）．

3.5.2 国土整備開発に関する法

交通基本法を踏まえ，1995年2月に公共交通システム

の発展と充実及び各交通システムの調和と相互補完を

図り，国民の生活条件を平等にすること，国土開発及び

地域発展を実現することを目的とした「国土整備開発に

関する法」が制定された．この法律では，高速道路もし

くは国道に連絡する片道2車線の自動車専用道路または

高速鉄道の駅へ，フランス本土のどこからでも50km以内

または自動車で45分以内に到達可能なように整備するこ

とを交通インフラ整備の目標として定めた．但し1999年

の法律改正（法律第99-533号）で，目標を「道路，鉄道，

航空及び河川の各交通モードの協力を重視するマルチ

モーダルを促進する（第2条及び第19条）」というように変

更されている．

この法律に基づき地域の鉄道の管理を希望した9つの

州で実験的に権限委譲が行なわれた．これらの州は，交

通手段の確保，鉄道輸送に関するサービスの質，料金に

ついての責任を負うことになった．

3.5.3 大気浄化法

大気法では特別に地方分権には触れられていないが，

フランスの交通政策を理解する上で重要な法律である．

骨子は以下に示すものである．

・自動車交通量の削減

・大量交通機関，無公害の交通を支援

・道路空間の再配分に向けた整備

・公共交通利用促進の支援，自動車共同利用の促進

・大気汚染が危険水準に達した場合には公共交通機関

の料金を無料にする

・公共公益機関の新規購入車両の5分の1は無公害車

とする

この法律で，人口10万人以上の都市に，上記項目に沿っ

た都市交通計画（PDU）を策定することを求めている．

3.5.4 鉄道輸送再興のためのフランス鉄道線路事業公社創設に関する法律

1997年2月にフランス国鉄の経営改善を目的に「鉄道輸

送再興のためのフランス鉄道線路事業公社創設に関す
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る法律」が制定された．この法律の骨子は以下のとおり

である．

・フランス鉄道線路事業公社（RFF）の創設

・鉄道資産及び債務の分割

・地方分権化の試行

＝特定の州で州が地域鉄道輸送計画の主体となる

・ SNCFの業務内容の設定

＝列車の運行，RFFからの受託（列車運行ダイヤの策

定，輸送運行管理，技術安全施設の監視，鉄道イン

フラの維持管理）

あらたに創設したフランス鉄道線路事業公社（RFF）は，

経営の自主管理権を有する商工的公施設といわれる公共

企業体で，主たる活動目的はフランス全土の国鉄路線の

所有と整備，開発，有効活用である．主な事業は，投資

の発注，毎年の投資計画及び資金調達計画の政府への

提出，SNCFなどへの委託工事の決定，施設の保守，安全，

輸送及び運転の管理に関する原則の決定，国の経済的，

財政的及び技術的監督を受ける等である．組織は，管理

委員会の下に財務・投資・管理，戦略・開発，鉄道線路

網の3部門が設置され，主に州に代表者を置いている．

3.5.5 都市連帯変革法

2000年12月に，輸送，土地利用計画，および住宅に関

する「都市連帯変革法（SRU法）」が可決された．この法

律により地方の複数の交通管理者が輸送サービスを調整

する特定の連合（Syndicat mixte）を自ら組織することが

可能となった．連合のメンバーとなった交通管理者は，

交通ネットワークを調整して，また連合内の情報システム

とチケット発行システムを統合しなければならない．

3.5.6 国内交通基本法の改正

3.5.1で述べた国内交通基本法は，制定後数回の改正

を行っている．大規模な改正は以下に示すものである．

まず，鉄道輸送再興のための鉄道線路公社創設に関

する法律の制定に伴い，交通基本法のフランス国鉄の目

的に，「フランス鉄道線路事業公社が保有する鉄道基盤

施設の管理運営（第18条）」を追加するとともに，「フラン

ス国鉄の有する不動産を国に引き渡した場合に受け取

る補償金は全て鉄道資産の整備開発に使わなければな

らない（第20条）」を削除した．また，1999年の国土整備

開発基本法の改正に伴い，交通に関する権利の定義に

環境重視の視点を追加するとともに，「総合輸送政策とし

て公共交通輸送計画及び貨物輸送のマルチモーダル輸

送計画を策定する（第14-1条）」ことを追加した．そして

2000年の都市の連帯と再生に関する法律の制定に伴い，

州の鉄道サービスに関する権限を定めた．

4――交通関連事務の委譲

これまで述べてきたように，1982年のミッテラン政権下

での地方分権法の制定に始まり，地方分権が進行した．

これが，2003年の「共和国憲法改正」およびそれを具体

化する法律である「地方の自由と責任に関する法律」13）

で総仕上げがなされた．特に後者では権限委譲の方針

と委譲される権限が具体的に示されている．本章では，

道路，鉄道，空港，港湾について，概況と分権化の方針

そして委譲される権限について述べる．

4.1 道路

4.1.1 道路の種類と管理運営主体

道路は，国が管理する国道，県が管理する県道，市町

村が管理する市町村道で構成されている．国道は，都市

内都市間の高速道路，準高速道路，主要幹線道路，その

他国道に分けられる．フランスはドイツやイタリアなどと

比較すると戦前から比較的国道が高密度で鉄道網も発

達していたので，高速道路の整備が立ち遅れていたが，

1960年代に入って急速に整備が進められた．我が国と

同様に原則有料制をとっているが，都市内高速道路およ

び主要港湾と内陸を結ぶ道路は設備・運輸・国土整備・

観光・海洋省が管理運営し無料である．都市間高速道

路は，日本の第3セクターに相当する混合経済会社3社と

認可を受けた民間会社が管理運営している．採算が悪

い路線を前者が，比較的採算の良い路線を後者が管理

運営している．

総延長は高速道路が約10,000km，準高速道路，主要幹

線道路，その他国道が約27,000km，県道が約360,000km

市町村道が約590,000kmである．州が権限を有する道路

はない．因みにわが国の道路延長は，高速道路約9,000km，

国道14,000km，県道130,000km，市町村道990,000kmで

ある（図─3）．

4.1.2 権限の委譲

2003年の「共和国憲法改正」を具体化する法律である

「地方の自由と責任に関する法律」で，国道についての

権限が以下に述べるように大幅に県に委譲されることと

なった．

（1）国と自治体の責務

同法ではまず策定すべき計画と計画主体そして国，自

治体の責務について述べている．

・州は，県の権限を尊重し市町村及び市町村共同体と

協議のもとに国と共同して地域の道路計画を作成する．

・この計画の目的は，交通量の多い幹線道路に関し，マ



ルチモーダルな視点から地域内と地域間の両交通機

能を有するネットワークが形成できる路線計画を策定

すること，及びこれら路線の中長期的な優先順位を定

めることである．

・計画対象となる道路は，その権限の帰属とはかかわ

りなく主要な地域を結び，交通渋滞の際に迂回ルート

が確保され，特別な輸送や軍事輸送が可能なフラン

ス経済の動脈となる道路である．政令によりその一覧

が定められる．

・国の役割は，道路網が全体として調和を保ち，効率的

に機能するよう絶えず監督することである．特に，安

全性確保，需要開拓，利用者への広報活動，道路と交

通量に関する統計の把握，技術規則の遵守，策定，普

及等について監督する．

・自治体およびその共同体は，権限が帰属する道路に

ついて，国と共同して道路交通に関するノウハウと技

術に関する研究開発プログラムを定める．また，道路

規格と技術基準の制定に参画する．

（2）委譲される権限

この方針に続き，国道の定義および県へ移管される道

路を明らかにしている．

・国道は，高速道路と国またはEUの利益となる道路で

あり，シームレスなネットワークを形成する．国道は10

年ごとに改定される国務院の政令で定められる．

・市町村道としてしか機能していない国道については市

町村道へと格下げされるが，それまでの間国が権限

を保有する．

・上記以外の国道は，道路およびその付属建造物に関

する権限が県へ委譲される．

（3）委譲方法

権限委譲の手続き，期限について以下のように規定し

ている．

・委譲先となる県の意見聴取を行った上で委譲が行わ

れる．国の地方長官が県へ委譲区間を提示するが，そ

の後3ヶ月が経ても県議会で討議がなされない場合は，

委譲を受諾する意思を表示したものと見なされる．

・委譲する区間は国務院政令が公布されてから18カ月

以内に，地方長官が確認する．確認の翌年の1月1日

に，その区間の地益権および関連する権利と義務は，

県へ委譲される．同時に，国道から県道への分類変

更が行われる．

・この期限内に地方長官により委譲の確認がされな

かった区間については，2008年1月1日時点で権利が

委譲される．

・委譲される道路の整備のために国が既に買い上げて

ある用地は県に譲渡される．

・地方長官は県議会に対し，権限が委譲された道路に

関する全ての情報を提供する．

・委譲は無料で実施され，いかなる違約金，手数料，税

金，給与，謝礼金の支払いはない．

・本法発効後12カ月以内に，委譲された道路施設の状

態，短期，中期，長期の投資見通しについて十分な調

査を実施する．

これにより，約2万キロの国道が県へ委譲され，県が

維持，管理，整備，拡張の権限を有することとなった．こ

れに伴い国家公務員も地方へ移管される計画である．

4.2 鉄道

4.2.1 整備と管理運営主体

交通基本法で都市交通の責任者として規定され，都市

圏交通計画（PUD）を策定することが義務付けられた市

町村およびその共同体に1970年代に創設された交通税

の税率設定や運賃設定の自由が付与され，更に1994年

に計画を制定した都市に対して国庫補助を優先的に行

うことが通達で示されるなど，計画具体化への財源的な

条件が整えられた．1996年には大気法の制定に伴って

人口10万人以上の都市圏については都市交通計画を作

成する事が義務付けられ，これにより公共交通整備が進

んだ．近年フランスの多くの都市で整備が進められてい

るLRTは，交通基本法に始まった分権の果実といえる．

このLRTや地下鉄，新交通システム等の公共交通の管

理者である自治体は2つの方法で管理運営を行ってい

る32），50），51）．一つは自ら保有する公共会社により，直接

サービスを供給する方法で，もう一つは民間または混合
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国　道 高速道路

都市間

都市内

準高速道路

主要幹線道路

その他国道

県　道

市町村道

延長km

10,225

26,577

359,100

590,000

管理者

国
混合経済会社
民間会社（認可）

国

県

市町村

■図―3 フランスの道路の種類と延長，管理者
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経済会社のオペレーターに輸送サービスを委託する方法

であるが，後者をとる自治体が多い．委託方式では，入

札手続きによりオペレーターが選ばれる．管理者と会社

間は，契約により，提供されるサービス，品質基準，基準

が守られなかった場合のペナルティー，及び報酬を定め

る．委託された会社は契約に基づき期間内のすべての

管理運営を任される．現状では運営会社は，ヴェオリア

（VEORIA Transport），ケオリス（KEOLIS），トランスデ

（TRANSDEV）の3社に集中している．

都市間，大都市，地域の交通を担う在来鉄道は上下分

離方式を採用しており，施設の保有をフランス鉄道線路

事業公社（RFF）が，運行をフランス国鉄（SNCF）が行っ

ている．RFFが保有する路線長は33,000kmであり，これ

を使用してSNCFは年間72.2億人（2003年）を輸送してい

る．因みにわが国のJRの路線長は20,000km，輸送人員

は年間86億人である．SNCFが行なっている地域輸送に

ついては1970年代以降，フランス国鉄と州が連携，協定

の締結等によりサービスの質を定める等の分権化が進ん

できた．ここでは1970年代以降，フランス国鉄が担ってき

た輸送に関する権限が順次州に委譲された経緯と内容

について述べる．

4.2.2 輸送協定と計画契約

1972年の7月5日法により公施設法人となった州は地域

の公共交通サービスの維持向上に業務の範囲を広げ，自

ら州内の公共輸送計画を策定し，運輸当局として国鉄と

連携して公共交通サービスを提供することとなった．一

方，フランス国鉄は，サービス低下と需要減といった悪

循環に陥っていた地域鉄道輸送を立て直すため，1970

年代に入り地方管理局の裁量を大きくする組織改編やイ

ンフラ整備によるサービス向上を行い需要の増加を

図った．しかし当時の国鉄は赤字を増加させていたの

で，サービス向上のための費用を国，自治体が負担せざ

るを得ないとのコンセンサスが関係者間で確認され，フ

ランス国鉄と州との協定に基づき国及び州が補助金を

交付するシステムを試行することとなった．これに基づき，

協定に基づく地域特性に合わせた輸送サービスの提供

がいくつかの州で始まり，1980年代を通じて，ほぼ全て

の州で協定が締結されている．

この試行を踏まえて1982年の地方分権法及び交通基

本法において州内の鉄道旅客輸送は，州が自らの責任

で行い，サービスの提供をフランス国鉄に委託すること

が法律として定められた．州とフランス国鉄との間で協

定を結び各々が以下の役割を担うこととなった．

・州は県及び市町村の意見を聴取し輸送計画を作成・

公表し，これに基づきフランス国鉄と輸送協定を結ぶ．

・州は，管轄内で提供される鉄道サービスが変更され

る場合にはフランス国鉄から意見を求められる．

・路線の営業開始または廃止，駅の新設または廃止す

る場合には，フランス国鉄は関係する州，県，市町村

の意見を聞く．

協定に関連する事項に関する自治体とフランス国鉄

SNCFとの費用負担の一般的ルールについて取り決めが

なされている．

4.2.3 権限の委譲

その後，「国土開発整備基本法」（1995年）及び「鉄道輸

送再建のためのフランスの鉄道線路網創設に関する法」

（1996年）において権限委譲の試行実験を進めることが明

記され，名乗り出た州から権限委譲の実験を進めること

となった．アルザス，サントル等7州を選定し，1997年か

ら実験を開始した．実験の内容は以下に示すものである．

・州内鉄道旅客輸送の運輸当局を州とする

・州は鉄道旅客貨物の輸送計画を策定

VEOLIA
Transport

26%

KEOLIS
36%

TRANSDEV
16%

その他
12%

AGIR
10%

文献53）

■図―4 都市交通サービスの運営者

文献37），54），55）

国

州

鉄道線路事業

公社

RFF

フランス国鉄

・全国総合輸送計画の策定

・プロジェクトの許可

・プロジェクトの助成

・プロジェクト実施の手続きと安全規則に関する事項の保証

・州への補助金の交付

・州内の旅客運輸当局

・州総合輸送計画の策定

・運賃等サービスの質の決定

・一部投資の実施

・フランス国鉄との協定の締結

・フランス国鉄への助成

・路線網の保有と管理

・路線網への投資（近代化，新線）

・列車の運行とその管理に関する規則と目標の策定

・フランス国鉄への線路の貸し付け

・鉄道資産の管理

・債務の管理

・列車の運行と管理

・運行ダイヤの作成の代行

・既存施設への投資の代行

・保守の代行（監視，維持，通常，緊急の修繕）

■表―3 鉄道に関する国，州，事業者の役割



・州とSNCFとの間で，サービスの量と質，両者の責任

と義務を定めた輸送協定を締結．

・国は州と助成方法に関する計画契約を締結．補助金

を交付（従来は国からSNCFに補助）．

これらの実験は1999年で完了し，分権化は本格的に

進められことが決定され，「都市連帯及び再生法」（2000

年11月）で，地域住民の移動への鉄道サービス若しくは

代わりに実施される道路交通サービスのための組織と

財政に関する権限が最終的に全ての州（イルドフランス

とコルシカを除く）に委譲されることが明記された．

これらの州への権限移譲に伴い発生した鉄道サービ

スの中で特に新型車両を用いて高速運行を行う地域急

行輸送（TER：Transport Express Regional）は鉄道輸送

のイメージアップに大きく貢献した．表─4に各州におけ

るTER運行概要を示す．

地域化により，州の鉄道輸送には表─5に示す効果

が現れた．

4.3 空港

4.3.1 整備と管理主体

フランスには一般の利用が可能な民間空港は約140空

港で，うち年間100万人以上の利用客がある空港は14空

港である．これらの空港の中でシャルルドゴール空港，オ

ルリー空港（パリ），リヨン・サンテグジュベリ空港，マル

セイユ・サトラス空港，ニース空港，ミュールーズ・バー

ゼル空港，ストラスブール空港，トゥールーズブラニャック

空港は国際線が就航し多くの国際旅客が利用する国際

空港である．フランス本土の年間の空港利用者数は125

百万人（2004年）である．主要空港の利用客数を図─5

に示す．パリのシャルルドゴール空港とオルリー空港をあ

わせると利用者は75百万人であり，この2空港で全体の

60％を占めている．

空港は国，地方自治体，商工会議所により整備（設置・

保有）されている．国以外が整備する場合には，国と整

備主体間で協定を結ぶことが必要である．軍事目的の

空港を除き，国が整備した空港の管理は原則として公団

に代表される公施設法人と商工会議所，複数の自治体

や関係団体で構成される混成事務組合，地方混合経済

会社が行っている（図─6）．図─7は管理者別空港数の

構成を見たものであるが，商工会議所管理の空港の比

率が64％と極めて大きく，次いで混成事務組合11％，公

団等公施設法人10％の順となっている．但し，利用客数

で見ると，利用客の多いシャルルドゴール空港，オルリー

空港を含めパリ周辺の11空港を管理する公施設法人で

あるパリ空港公団の構成が大きい．公施設法人で特殊

なものはミュールーズ空港で，この空港はフランスとスイ

スの2カ国で作った公施設法人が管理している．

多くの空港を管理している商工会議所は，フランスで

は国から独立した公的機関として法律で位置づけられて

いる．日本の商工会議所とは異なり，大きな権限および

財源が付与されていることに大きな特徴がある．1599年

に世界最初の商工会議所がマルセイユに設立されたと

いう古い歴史を有し，学校の経営から，倉庫，工業団地，

国際会議場などの整備，管理，運営をなど幅広い活動を
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州

アルザス

アキテーヌ

オーヴェルニュ

ブルゴーニュ

ブルターニュ

サントル

シャンパーニュ・アルデンヌ

フランシュ・コンテ

ラングドック・ルシオン

リムザン

ロレーヌ

ミディ・ピレネー

バス・ノルマンディ

オート・ノルマンディ

ノール・パド・カレ

ペイ・ド・ラ・ロアーリ

ピカルディ

プワトゥ・シャラント

プロヴァンス・アルプ

・コート・ダジュール

ローヌ・アルプ

車両数路線長
km

駅数
車両
キロ
千km

輸送量
千人km

輸送
密度

文献44）輸送密度は著者が計算．単位は人km/km/日

295
258
186
322
206
414
131
127
208

71
284
285

85
190
406
217
351

85
322

814

628
1,490
1,000
1,213
1,193
1,600
1,057

855
1,474
1,108
1,848
1,485

751
523

1,300
1,167
1,122

714
1,015

2,600

161
163
101
163
137
160

77
72

139
87

169
176

46
70

211
128
176

79
136

265

8,647
6,914
6,470
8,725
6,270

13,711
4,410
4,768
5,628
3,555
7,357
7,954
2,831
2,860

11,525
7,278
8,019
2,374

10,111

23,200

553,924
404,522
227,732
521,728
362,129
796,496
184,766
168,683
346,861

85,807
397,805
485,096
132,738
175,749
906,247
478,149
722,221
107,980
790,198

1,631,800

2,417
744
624

1,178
832

1,364
479
541
645
212
590
895
484
921

1,910
1,123
1,764

414
2,133

1,719

■表―4 TERの概要（2004年）

文献57）

旅客数

運賃収入

新運行系統

駅施設の改良

＋12％
＋12％
750系統
350駅

■表―5 鉄道地域化の効果（2001～2002年）

日本：数字でみる航空（2001年値）　フランス：文献 44）（2004年値）
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シャルルドゴール
オルリー

コートダジュール
リヨン　サンテグジュベリ
マルセイユ　プロバンス

トゥールーズ　ブラニャック
ボルドー　メリニャック

ストラスブール　エンツハイム
ナント　アトランティク

ボーヴェ　ティル
羽田
成田
福岡
関空

新千歳
大阪
那覇

名古屋

国際
国内

■図―5 日本とフランスの主要空港の利用者数
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行ってきた．活動の主たる原資は地方税の一つである職

業税の付加税と，商工会議所が管理運営する施設から

得られる収入である．

この商工会議所の主要な活動の一つが港湾・空港の

管理である．1898年に制定された憲章で，商工会議所

は，「土木工事の委託事業者となり，あるいはその管轄区

域の港湾および航路をはじめとする公役務の管理者とし

て宣言されうる」と規定され，100年後の1993年にはそ

の事業を空港に拡大した．商工会議所はこのため独自

で，あるいは自治体や混合経済会社と共同で，多数の港

湾および空港の事業を委託されている67）．

4.3.2 権限の委譲

空港についても，地方の自由と責任法において自治体

への大幅な委譲が定められている．以下のその要旨を

述べる．

（1）委譲対象空港と権限

一部の大空港を除き，民間空港はその権限が自治体

やその共同体に委譲される．委譲対象となる空港は以

下に示すものである．

・国保有の民間空港の所有及び整備，維持，管理の権

限は，遅くとも2007年1月1日までに，当該空港の背後

圏に属する自治体またはその共同体に委譲される．

・国保有の空港の中で，国が任務を遂行する上で引き

続き保有することが必要なため委譲対象から除く国

内，国際空港の一覧を，国務院の政令で定める．

（2）委譲する自治体等の選定

国が権限を保有し，管理を商工会議所や混合経済会

社に委託している空港の，どの自治体に委譲するかを選

定する際の考え方，委譲方法は以下に示すものである．

・委譲対象となる空港の背後圏にある全ての自治体ま

たは共同体は，2006年7月1日までに1つまたは複数の

空港の整備，維持，管理に関する権限の委譲を申請

することができる．その申請は同時に，国および空港

背後圏の自治体とその共同体に通達される．

・その通達から数えて6ヶ月以内に他の自治体または共

同体から申請がなされない場合には，申請した自治

体または共同体に権限が委譲される．

・同一空港に複数の委譲申請がなされた場合には，州

地方長官が関係自治体や共同体で構成される協議会

を組織し，協議期間を定めた上で，複数の申請をとり

まとめる．合意に至った場合には，地方長官はその自

治体または共同体を委譲先として指名する．

・協議期間が終わっても合意に至らなかった場合，州地

方長官は，当該空港の利用客，サービスエリア，経済

問題，国土整備を考慮した上で，その委譲先を指名す

る．州が申請している場合には，州に優先権が与えら

れる．但し，本法の発効から遡って過去3年間に当該

空港の管理を統括し，投資資金の大半を拠出してい

る自治体や共同体がある場合にはそこが優先される．

・ 2006年7月1日時点で申請がない場合にも，上述の基

準に基づき，州地方長官が委譲先を指名する．

（3）委譲する用地，施設，委譲の対価

用地や施設についての委譲の対価，第3者が有する権

利の継承，国が国家的見地から活動する際の施設利用

について以下のように定めている．

・委譲が決定した空港について，国は空港の現状に関

する調査書を作成し，国と自治体との間で委譲方法と

委譲権限の発効日を決定する．

・委譲された自治体または共同体は，空港に関する第

三者の権利と義務を引き継ぐ．

・委譲は，無料で実施され，いかなる違約金，手数料，

税金，給与，謝礼金の支払いはない．

・国防，航空管制，気象観測そして治安のために必要と

設置者 国

地方自治体

商工会議所等

国と設置者間で
協定を締結

管理者 国

商工会議所

公法人

軍事目的等

商業空港
パリ空港公団等15公団

地方公共団体

混合経済会社

混成事務組合

■図―6 フランスの空港の設置者と管理者
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■図―7 空港管理者の種類と管理空港数の構成



される用地や設備は委譲対象から除外する．また，委

譲をされた用地や施設についても，これらの目的で必

要な場合には国は無料で使用することができる．

（4）実験的委譲

実験は今回の憲法改正における目玉のひとつである．

（2）で述べた空港に関し，自治体が実験的に権限の委譲

を受けることに関し以下の規定がなされている．

・本法律が交付されてから1年以内に，委譲が決定した

自治体または共同体は，実験的な委譲を申請するこ

とができる．但し，実験の期限は2006年12月31日を越

えてはならない．

・ 2006年12月31日時点で実験的委譲を試行している全

ての空港は，この日から遡り6ヶ月前に権限委譲を拒

否していない限り，当該自治体に委譲される．

（5）国が自治体に管理を委託している空港

（2）～（4）で対象とした，国が権限を保有し，管理を自

治体もしくはその共同体に委託している空港があるが，

これらの空港の権限委譲の考え方は以下に示すもので

ある．

・当該法律が交付される以前から契約に基づき自治体

またはその共同体が管理した空港は，その自治体ま

たは共同体に権限が委譲される．委譲は自治体の申

請があり次第実施されるが2006年12月31日を過ぎて

はならない．

・自治体または共同体が2006年6月30日以前に委託契

約の解約を決定した場合には，委譲される権限を放

棄したと見なされる．

（6）国がサービスを委託している空港

国が所有する空港の多くは管理を自治体や商工会議

所，混合経済会社等に委託しており，委託契約が継続し

ているので権限委譲の時期と契約が発効している期間

との調整を図る規定が必要となる．これに関し以下のよ

うに定めている．

・委譲する日以前に委託契約が期限切れになった際に

は，受託者が反対しない限り委託期間は，まず自動的

に12ヶ月延長され，その後権限の委譲日から丸1年を

経た日まで更に延長される．

・委託期間の最中に権限委譲がなされ委託が中途で期

限切れになり残りの期間が1年未満である場合には，

受託者の反対がない限り委託期間は委譲日から丸1年

間に延長される．

国が所有している空港について，地方への権限委譲

とは別に民営化も検討されている．例えば，パリ空港公

団の民営化は事故により遅れたが，早晩なされる予定で

ある．ただ国が保有する株が過半数を占める等，国がコ

ントロール出来るような配慮がなされるとのことである．

4.4 港湾

4.4.1 設置者と管理者

フランスの港湾は全体で年間約3億トン（2002年 以下

同じ）の貨物を扱っている．マルセイユ港は取扱貨物量

がフランスおよび地中海では第1位，欧州全体では第4位

の港で，取扱量は8,900万トン．ル・アーブル港は年間取

扱量6,400万トンで欧州第6位．ダンケルク港は4,400万ト

ンで第11位である．これにサンナゼール港が続いている

（図─8）．

フランスの港湾は，輸送上の重要性の観点から，自治

港，重要港，地方港に区分されている．最も重要な役割

を担う自治港は，マルセイユ港，ル・アーブル港，ダンケ

ルク港，ナント・サンナザール港，ボルドー港，ルーアン

港で，管理者は公施設法人である．その名称や港湾毎に

個別の公施設法人が管理していることから分権的に見え

るが，運輸省，財務省という国の機関から強固な後見的

監督がなされ，理事会メンバーに国の代表者がおり拒否

権を有している等，国のコントロール下におかれてきた．

但し，1980年代以降の分権化政策により少しずつではあ

るが分権化の動きが見えている．例えば，国と自治港間

の計画契約制度の導入，施設の設置・管理の委託，他の

国内港との協定による連携の強化，港湾用地の土地利

用の多様化などが進められた．また，自治港が情報通信，

コンテナ輸送道路等の港湾施設を利用する企業に資本

参加することも認められている．
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■図―8 フランスの主要港湾の貨物取扱量
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重要港は伝統的に商工会議所が管理してきたが，近年

一部の重要港で混合経済会社に管理の特許が与えられ

ている．地方港は1980代の分権政策により誕生した港

で，地方自治体により管理されている．分権政策により

重要港，地方港に関し，州や県の申請により権限を委譲

することとなった78），79）．

4.4.2 権限の委譲

（1）委譲対象港湾と権限

港湾は一部を除きその権限が委譲される．委譲対象

となる港湾，権限は以下に示すものである．

・国が管轄する自治港以外の港湾に関する整備，維持，

管理の権限は，遅くとも2007年1月1日までに，港湾の

背後圏の自治体または共同体に委譲される．

（2）委譲する自治体等の決定

委譲先となる自治体選定の考え方，委譲の方法は以下

に示すものである．

・背後圏に位置する自治体または共同体は，2006年1月

1日までに，当該港湾の全て，もしくは一部の権限の委

譲を求める申請をすることが出来る．その申請は，国

と当該港湾の背後圏に位置する他の自治体と共同体

に同時に通達される．

・通達から6ヶ月以内に他の自治体もしくは共同体から

申請がなかった場合，申請した自治体または共同体

に委譲される．

・同一の港に関して複数の申請がなされた場合は，州

の地方長官（国の出先機関）は，自治体や共同体の間

での協議会を組織し，協議の継続期間を定める．地

方長官は単一の申請が提出されるようになるように調

整し，合意に至った場合にはその自治体と共同体を

委譲先として指名する．

・協議期間内に合意に至らなかった場合，または2006

年1月1日までに委譲の申請が無かった場合，地方長

官は，2006年12月31日までに，港湾の全てまたは一部

の権限の委譲先を指名する．この際の委譲先は，委

譲すべき港湾の位置している州または県の中から選

ばれる．

・地方長官はその港湾の実態を調査し，その情報を申

請した自治体または共同体に6カ月以内に通知する．

・国は，委譲が決定した港湾について港湾の状態に関

する調査書を作成し，自治体との間で委譲方法と権

限の発効日を決定する．

（3）委譲する用地，施設，委譲の対価

第3者が有する権利の継承，用地や施設の委譲の対

価，国の活動に必要なため委譲対象から除く施設ある

いは施設の利用について以下のように定めている．

・委譲された自治体または共同体は，当該港湾に関す

る第三者の権利と義務を引き継ぐ．

・財産の委譲は，無料で実施され，いかなる違約金，手

数料，税金，給与，謝礼金の支払いはない．

・国防や空の交通安全や気象観測そして治安のために

必要とされる用地や施設は委譲対象から除外される．

また，委譲後においても，国がこれらの目的で必要と

なる場合には用地や施設を無料で使用できる．

（4）国が管理を委託している港湾

国が所有する港湾は，重要港は商工会議所へ，地方港

は自治体へ管理を委託しており，委託契約が継続してい

るので，権限委譲の時期と契約の発効期間とを調整する

規定が必要となる．これに関し以下のように定めている．

・委譲以前に委託期間が期限切れになる場合，受託者

の反対がない限り，2007年12月31日まで期間が延長

される．委託期間が終了する以前に，権限が委譲さ

れた場合には，受託者の反対のない限り，委託期間

終了まで受託者がサービスを提供する．

（5）県が保有している港湾

フランスでは県が保有する港湾もあるが，これらの港

湾については，県による申請がなされ，県議会の合意を

得た後で，州に委譲することができるとされた．

5――まとめ

先進国でわが国と並び中央集権制度を採用していた

フランスでは，1980年代初頭以降分権化政策を進めてき

た．その仕上げとして2003年に憲法が改正され，これに

基づき更なる分権化を進める事となった．交通分野も例

外でなく，以下に示すように，地方公共団体への権限委

譲が進められ，憲法改正とそれに伴う関連法の制定によ

り一層の権限委譲が定められている．

国道は，国またはEUの利益となる道路を除きその権

限が大幅に県へ委譲されることとなり，これに伴い国家

公務員も地方へ移管される計画である．都市交通につ

いては，1982年の交通基本法に基づき市町村及びその

連合体が都市交通の管理者として位置づけられたが，そ

の後財源である交通税の税率を定める権限を付与され

るなど責任者としての立場が強化され，公共交通の整備

が進んでいる．地域の鉄道についても，法律に規定され

た権限委譲の実験を踏まえ，州が自ら公共交通の運輸

当局として輸送計画の策定，国鉄との輸送協定の締結な



どを行う公共交通サービス提供の責任者となっている．

空港は，シャルル・ド・ゴール空港等の大空港を除き，そ

の権限が地方公共団体やその共同体に委譲されること

になった．また，大空港については分権でなく民営化が

進められている．港湾は国が管理する自治港以外は，そ

の権限が地方公共団体やその共同体に委譲されること

となった．これらの権限委譲について，委譲する自治体

決定の考え方，委譲対象から外される権限，委譲の対価

等が法律できめ細かに定められている．

フランスにおいて本研究で明らかにした権限委譲が進

められている背景には，EU内部での競争が，近年国間

から地域間，都市間競争に変化しており自治体の自主的

な運営無くしては競争できないという危機意識が分権政

策のインセンティブとなっているようである．わが国で地

方分権のあり方を検討する際に，各地域や都市が，中国

をはじめとする東アジアの各地域との競争の中で持続的

な成長を続けるという視点が重要である．競争を支える

基盤である交通をより強固なものとするため，この分野

に於ける国と地方さらには民間の役割や相互連携のあ

り方を十分に検討することが必要であり，本論で述べた

フランスの経験は貴重な資料となる．
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Decentralization of Authorities in France: Implications for Transport Sectors

By Makoto ITO

Most developed countries have adopted decentralization in political system delegating many authorities to local government.

However, in France and Japan many authorities are still with central government. But France started the movement to decen-

tralize their system from the beginning of 1980’. They enacted many laws for decentralization. And finally to legitimize decen-

tralization fully, the Constitution of the Fifth Republic, which has been promulgated in 1956 was amended in 2003.

In order to realize the spirits of this constitution, many laws have been enacted. These laws transfer many authorities on trans-

ports from central government to local governments. While promoting the decentralization of authorities in Japan, those French

experiences are very much valuable. The purposes of this research are, especially focusing on transportation field, firstly to

show an overview of the decentralization of political system in France, which started from the beginning of 1980’, and then

to examine clearly the policy and authorities devolved after the amendment of Republic’s constitution in 2003.
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